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今月改訂された太陽光発電事業計画策定ガイドラインによって
「10kW以上の物件にＳＩ蓄電池を設置する場合、変更認定が必要となり、「10kW以上の物件にＳＩ蓄電池を設置する場合、変更認定が必要となり、
過去に確定している調達価格であっても、変更した年度の調達価格に過去に確定している調達価格であっても、変更した年度の調達価格に
なる事」なる事」となりました。

SI蓄電池を設置する場合の注意SI蓄電池を設置する場合の注意
2018年度以前の認定案件に2018年度以前の認定案件に
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フローチャートで該当案件かどうか確認しましょう

価格変更

例❶
の

価格変更

例❷
の

２０１８年度認定の未通電案件に、 太陽光とＳＩ蓄電池を設置した場合‥

変更認定が必要となり、 本年度単価１４円 /kWh に下がってしまう

２０１４年度認定の通電済み案件に、ＳＩ蓄電池を追加する場合‥

変更認定が必要となり、 本年度単価１４円 /kWh に下がってしまう

※２例ともに 2019 年度中に変更認定が下りた場合

※旧設備認定出力

※押し上げ機能はございませんが、一部電力
　会社から正式回答が来ておりませんので、
　申請前にＳＩソーラーまでご相談ください

本年度中に変更認定が
完了すれば単価は変わらず

未満 今回の条件に該当しません

変更認定を行っても

調達価格の変更なし

以上

４月１日以降

同じ か 小さい

発電設備の出力
は 10kW‥

設備認定日は
2019 年‥

太陽電池の合計出力が

発電設備の出力と比べて

今回の価格変更の該当案件です。

主な対処法は以下の 2つです。

❶SI 蓄電池を設置して価格変更を受け入れる

❷価格変更のないタイプの蓄電池を設置する

大きい

３月３１日以前

❷価格変更のないタイプの蓄電池

KP-BU65-A

オムロン製 6.5kWh
フレキシブル蓄電システム

会員店様
価格

万円
（送料・税別）100

03-5642-3733
ご不明な点は、ｄｉｒｅｃｔの
ＳＩソーラーホットラインか
小木曽までご連絡下さい

次ページに
ガイドライン
解説

※



2019年４月改訂
事業計画策定ガイドライン 抜粋

こちらの条件がＳＩ蓄電池に該当します




